
1,900,000 未満

1,900,000 以上 3,600,000 未満

6,600,000 未満3,600,000 以上

8,500,000 未満6,600,000 以上

8,500,000 以上

収入－650,000

A×2.8－80,000

A×3.2－440,000

収入×0.9－1,100,000

収入－1,950,000

給与収入金額（円） 給与所得金額（円）

６５歳未満の方（昭和36年1月2日以後生まれ）

1,300,000 未満

1,300,000 以上  4,100,000 未満

 7,700,000 未満

10,000,000 未満

4,100,000 以上

7,700,000 以上

６５歳以上の方（昭和36年1月1日以前生まれ）

年金収入金額（円） 年金の所得金額（円）
収入

収入×0.75

収入×0.85

収入×0.95

600,000

275,000

685,000

1,455,000－

10,000,000 以上 収入 1,955,000－

－

－

－

－

－

－

－

年金収入金額（円） 年金の所得金額（円）

収入

収入×0.75

収入×0.85

収入×0.95

1,100,000

275,000

685,000

1,455,000

3,300,000 未満

4,100,000 未満

7,700,000 未満

10,000,000 未満

4,100,000 以上

7,700,000 以上

－収入 1,955,00010,000,000 以上

3,300,000 以上

●別表１　給与所得の計算

95万円 以下

95万円 超

58万円 超

100万円 以下

105万円 以下100万円 超

110万円 以下105万円 超

115万円 以下110万円 超

45万円

41万円

31万円

21万円

11万円

120万円 以下115万円 超   6万円

123万円 以下120万円 超   3万円

親族等の合計所得金額 控除額

●別表６　特定親族特別控除の計算

●別表２　公的年金等の所得の計算（雑所得）

介 護 医 療 保 険 料

 旧 契 約 の 生 命 保 険 料

新 契 約 の 生 命 保 険 料

一
般
の
生
命
保
険
料

介
護
医
療
保
険
料

支払保険料の全額

支払保険料÷２＋  6,000   

支払保険料÷４＋14,000   

28,000

　　　　　　  12,000 以下

12,001 以上 32,000 以下

32,001 以上 56,000 以下

56,001 以上　　　　　　  

支払保険料（円） 控除額（円）

支払保険料（円） 控除額（円）

支払保険料（円） 控除額（円）

 旧 契 約 の 個 人 年 金 保 険 料

新 契 約 の 個 人 年 金 保 険 料

個
人
年
金
保
険
料

支払保険料（円） 控除額（円）

支払保険料（円） 控除額（円）
支払保険料の全額

支払保険料÷２＋  7,500   

支払保険料÷４＋17,500   

35,000

　　　　　　  15,000 以下

15,001 以上 40,000 以下

40,001 以上 70,000 以下

70,001 以上　　　　　　  

支払保険料の全額

支払保険料÷２＋  6,000

支払保険料÷４＋14,000

28,000

　　　　　　  12,000 以下

12,001 以上 32,000 以下

32,001 以上 56,000 以下

56,001 以上　　　　　　  

支払保険料の全額

支払保険料÷２＋  7,500

支払保険料÷４＋17,500

35,000

　　　　　　  15,000 以下

15,001 以上 40,000 以下

40,001 以上 70,000 以下

70,001 以上　　　　　　  

支払保険料の全額

支払保険料÷２＋  6,000

支払保険料÷４＋14,000

28,000

　　　　　　  12,000 以下

12,001 以上 32,000 以下

32,001 以上 56,000 以下

56,001 以上　　　　　　  

支払長期損害保険料（円） 地震保険控除に含まれる額（円）
支払保険料の全額

支払保険料÷２＋2,500

10,000

　　　　　　    ５,000 以下

　 　5,001 以上 15,000 以下

15,001 以上  　　　　  

※新契約とは、平成24年1月1日以後に締結した保険契約をいいます。

※旧契約とは、平成23年12月31日以前に締結した保険契約をいいます。

※新契約と旧契約の両方がある場合は、それぞれの控除額の合計額（最高

　28,000円）ただし、旧契約のみの控除額が28,000円を超える場合は、

　旧契約の控除額（最高35,000円）

※一般の生命保険料と個人年金保険料と介護医療保険料がある場合は、

　それぞれの控除額の合計額（最高限度70,000円）

※１円未満の端数は切り上げになります。

●別表３　生命保険料控除の計算

●別表４　長期損害保険料控除の計算

※同一の契約で地震保険契約と長期損害保険契約のいずれも該当する場合には、

　いずれか一方のみの契約に該当するものとして控除額を計算します。

※この経過措置に係る控除額と地震保険料控除の両方を適用できる場合は、

　控除額の上限が25,000円となります。

※１円未満の端数は切り上げになります。

●別表５　配偶者控除及び配偶者特別控除の計算

38万円
70歳以上の
老人控除対象配偶者

  58万円超100万円以下

100万円超105万円以下

105万円超110万円以下

110万円超115万円以下

115万円超120万円以下

120万円超125万円以下

125万円超130万円以下

130万円超133万円以下

133万円超　　　　　　 控除の適用なし

26万円 13万円

33万円 22万円

31万円 21万円

26万円 18万円   9万円

21万円 14万円   7万円

16万円 11万円   6万円

11万円   8万円   4万円

  6万円   4万円   2万円

  3万円   2万円   1万円

11万円

33万円58万円以下 22万円 11万円

900万円
以下

950万円超
1,000万円

以下

1,000万円

超

本人の合計
所得金額

― 市民税・県民税の申告に関するお問い合わせ ―
〒312-8501  ひたちなか市東石川２丁目１０番１号

ひたちなか市総務部税務事務所  市民税課

電話 ０２９（２７３）０１１１  内線 23123 ～ 23125

― 所得税の確定申告に関するお問い合わせ ―
〒313-8686  常陸太田市金井町３６６２番地

太田税務署　電話（代表） ０２９４（７２）２１７１

《再生紙を使用しています。》

　令和８年１月１日現在で、ひたちなか市に住んでいる方は、市民税・県民税の申告書を令和８年３月16日（月）

までに提出してください。

　申告書は、前年の実績（市民税・県民税申告者）を基本に抽出し、申告が必要と見込まれる方に送付しています。

【申告が必要な方】
　令和８年１月１日現在、ひたちなか市にお住まいの方。ただし、次のいずれかに該当する方は、必要ありません。
　①所得税の確定申告書を提出する方

　②令和７年中の所得が給与所得のみで、勤務先から当市に給与支払報告書が提出されている方

　③公的年金等の所得のみの方

　　※ただし、上記②・③に該当する場合であっても、医療費等の各種所得控除を追加で受ける場合は申告が必要となります。

　　※収入がなかった方や遺族年金・障害年金のみの受給の方も、別紙を参考に作成して提出してください。

　　　提出がありませんと、あなたに所得があるのかどうか判断できず、各種所得に関する証明書が発行出来ないことや

　　　国民健康保険税等の算定において、軽減が適用されないことがあります。

【申告書作成及び提出時に必要な書類等】
　申告書を作成及び提出する際は、下記の書類等を準備し、よく確認しながら記入してください。

郵送先　〒312-8501

　　　　ひたちなか市東石川２丁目10番１号

　　　　ひたちなか市総務部税務事務所　市民税課

〒305-8530  関東信越国税局業務センターつくば分室

（送付先住所の記載は不要です）

【申告書の郵送先】

～郵送での確定申告書の送付先～

～来場しない市民税・県民税の
　　　　　　　申告をお願いします～

●本人確認するための書類（①個人番号確認書類＋②身元確認書類）

　①個人番号確認書類

　　マイナンバーカード、通知カード　等
　　（通知カードは、令和２年５月25日以降も通知カードに記載された

　　　氏名、住所等が住民票に記載されている事項と一致なら使用可）

　②身元確認書類

　　マイナンバーカード、運転免許証、健康保険証　等

営業、農業、不動産
など事業を営む方

給与所得のある方

社会保険料控除

障害者控除

寄附金控除

身体障害者手帳、精神障害者保健福祉手
帳、療育手帳　等

金額、寄附先の明記された受領証明書

医療費控除

生命保険料控除
地震保険料控除

生命保険料、地震保険料（長期損害保険
料含む）の控除証明書

医療費控除の明細書（添付が必要です。
必ず作成してご提出ください）
※医療保険者から交付を受けた医療費通知
　(※1)を添付すると、明細の記入を省略
　可。（もれがないか確認してください）
※セルフメディケーション税制を申告する
　場合、一定の取組を行ったことを明らかに
　する書類はご自身での保管となります。
　例）インフルエンザの予防接種や各種
　検診等の領収書や結果通知表

国民健康保険税、国民年金保険料、介護
保険料、その他の社会保険料の領収書又
は証明書

年金所得のある方

その他の所得のある方

給与所得の源泉徴収票

公的年金等の源泉徴収票

収入や経費が明らかになる書類

収支内訳書（前年等のものを参考に
必ず作成してご提出ください）及び
収入や経費が明らかになる書類

●所得を計算するために必要な書類

令和８年度（令和７年分所得）市民税・県民税申告書作成の手引き

●控除を計算するために必要な書類
  （令和７年１月１日から12月31日までに支払ったもの）

配偶者の合計
所得金額

配
偶
者
控
除

配
偶
者
特
別
控
除

控
除
の
適
用
な
し

①市民税・県民税申告書作成システムをご活用ください
　市民税・県民税申告書作成システム（給与・年金対応）

が市ホームページ経由で利用可能となっております。パソ

コン等から作成システムに収入額や控除額等を入力後、

申告書を印刷し、郵送での申告が

できますので、ぜひご活用ください。

※システムに入力しただけでは、

　申告したことにはなりません。

　令和８年度分申告よりマイナンバーカードを利用した

市民税・県民税の電子申告ができるようになりました。

ご利用される場合は下記ページをご確認ください。

● eLTAXホームページ　●マイナポータル
● 市ホームページ

　本人確認するための書類（左記参照）のコピーと所得

や控除を計算するための書類（左記参照）を必ず同封し

３月16日（月）までに投函をお願いします。

②マイナンバーカードを利用した電子申告システムを利用ください

※Ａの金額は、給与収入金額を「4」で割り、千円未満を切り捨てる。

※次の①又は②に該当する場合、給与収入から所得金額調整控除が控除

されます。

①収入850万超で特別障害に該当する又は年齢23歳未満の扶養親族を

有する若しくは特別障害者である同一生計配偶者若しくは扶養親族を

有する場合
　控除額＝｛給与等の収入（1,000万超は1,000万とする）－850万｝×0.1

②給与所得及び公的年金雑所得があり、その合計額が10万を超える場合
　控除額＝（給与所得※1＋公的年金等雑所得※1）－10万　※1 所得が10万超の場合は10万

※１円未満の端数は切り捨てる。公的年金等雑所得以外の所得に係る合計所得金額が1,000万超の場合は、以下のとおり。

　1,000万超2,000万以下→上記算出所得額＋10万　２,000万超→上記算出所得額＋20万

(※1)医療費通知とは、医療保険者が発行する医療費の額等を通知する書類

で、次の事項が記載されたものをいいます。①被保険者等の氏名　②療養

を受けた年月　③療養を受けた者　④療養を受けた病院、診療所、薬局

等の名称　⑤被保険者等が支払った医療費の額　⑥保険者等の名称

住民税申告書作成システム

～市役所会場での申告は，事前予約制となっております～
　予約については、インターネット（市ホームページ）もしくは

電話（029-229-1919）で受付します。必ずご予約してご来

場ください。

※市役所ではご自身で作成した確定申告書の受け取りは

　できませんのでご注意ください

※郵送での確定申告書の提出先は1ページ目をご覧ください

※平成18年12月31日まで
　に契約

－４－ －１－



○ ○ ○ ○××××△ △ △ △

○ ○ ○ ○ × ××× △ △ △ △

○ ○ ○ ○ × ××× △ △ △ △

○ ○ ○ ○ × ××× △ △ △ △

○ ○ ○ ○ × ××× △ △ △ △

○ ○ ○ ○ × ××× △ △ △ △

※合計所得金額が下記の場合は、基礎控除額は逓減します。

朱書き修正してください。

合計所得金額：2,400万円超2,450万円以下→290,000

合計所得金額：2,450万円超2,500万円以下→150,000

合計所得金額：2,500万円超→０

※16歳未満の扶養親族がいる場合は、

市民税・県民税の計算上必要となること

がありますので、必ず記入してください。

３４ １１ １

※本人の合計所得金額が1,000万円を超

える場合で、本人と生計を一にする配偶

者があり、配偶者の合計所得金額が58万

円以下の方はレ点を記入してください。

※４ページの所得金額調整控除に該当する場合は、調整後の金額を記入してください。

所得金額調整控除額の算出方法（特定支出なしの場合）

例：給与所得と公的年金等の雑所得がある場合

　　給与所得控除後の給与等金額：（150 万円－65 万円）＝85 万円・・・ Ⓐ
　　公的年金等の雑所得の金額：（200 万円－110 万円）＝90 万円・・・ Ⓑ
　　Ⓐ、Ⓑの所得額より調整控除額（給与分10万円＋年金分10万円）－10万円＝10万円・・・ Ⓒ
　　10万円をⒶの給与等金額より差し引く（最大 10 万円）：Ⓐ－Ⓒ＝75 万円

　　所得金額調整控除後の給与記載金額：★75 万円★

８ マイナンバーを記入してください。

※セルフメディケーション税制（医療費控

除の特例）を受ける場合には、区分欄に１

と記入してください。

イバラキ　イチロウ

イバラキ　イチロウ

イバラキ　ハナコ

イバラキ　ウメコ

イバラキ　サクラコ

《申告書の書き方》

所　　得　　の　　種　　類

営業等所得 ア ①販売、製造、飲食店、建設、外交員、
漁業、干しいもなど

収入金額－必要経費

農業所得 イ ②米、芋、野菜、果樹などの栽培、
酪農品の生産など

配当所得 オ ⑤
※注１

株式や出資金の配当など 収入金額－株式の元本取得に要した負債の利子

業務（原稿料など副収入による所得）

その他（個人年金保険、上記以外のもの）
収入金額－必要経費

収入金額－必要経費

一時所得 シ生命保険契約の満期金、懸賞当選の金品など ｛収入金額－必要経費－特別控除（最高50万円）｝÷２

分離課税
土地・建物の譲渡、株式の譲渡、
先物取引など

分離課税等用の申告書が必要となりますので、詳しくは
市民税課までお問い合わせください。

総合譲渡所得 コ、サ ⑪
※注１

棚卸資産以外の自動車や機械の譲渡など
（所有期間が５年超は長期、５年以下は短期）

収入金額－必要経費－特別控除（最高50万円）
※長期はさらに２分の１

不動産所得 ウ ③地代、家賃、土地家屋の権利金 収入金額－必要経費

控除の種類 要　　　　　　　　件 控 除 の 計 算 ・ 控 除 額

雑損控除 災害や盗難により生活用資産に損害を受けた方 詳しくは、市民税課までお問い合わせください。

記入欄

㉖
基礎控除

寄附金控除

合計所得金額が2,400万円超の方は3段階で逓減します。  43万円→29万円→15万円→0（2,500万円超） ㉕

地震保険料控除 地震保険契約に係る保険料を支払った方 支払った金額の1/2（上限2万5千円）

⑯

医療費控除
令和7年中に10万円（又は総所得金額等の5％との少ない
方）以上の医療費を支払った方　※医療費の明細書添付

（支払った医療費－保険等の補てん金）
－（10万円と総所得金額等の5％との少ない方）

医療費控除
（特例）

令和7年中に1万2千円以上のスイッチOTC医薬品を購入
した方

購入金額－保険等の補てん金－1万2千円
※控除上限額8万8千円

㉘

社会保険料控除
国民健康保険税、国民年金保険料、介護保険料等の
社会保険料を支払った方 支払った金額の合計 ⑬

 ひとり親控除

婚姻歴や性別にかかわらず、生計を一にする子（総所得金
額等58万円以下）を有する単身者（合計所得金額500万
円以下）　※住民票の続柄に「夫（未届）」「妻（未届）」
等と記載がある方は対象外（寡婦控除も同様）

30万円

 旧損害保険料控除
（経過措置のみ）

平成18年12月31日までに長期損害保険に加入した
場合

4ページの別表4により計算
（地震保険料控除額と合計して上限2万5千円）

勤労学生控除
大学や高等学校などの学生・生徒で、合計所得金額が
85万円以下で、給与等以外の所得が10万円以下の方 26万円 ⑲

配偶者特別控除
本人の合計所得金額が1,000万円以下で、配偶者の
合計所得金額が58万円超133万円以下の方 ４ページの別表５により計算 ㉒

扶養控除

合計所得金額が58万円以下の生計を一にする親族を扶養している方
※特定扶養親族に該当する年齢の方の合計所得金額が
58万円超123万円以下の場合、特定親族特別控除を適用
できます（4ページ別表６参照）
※年少扶養親族（16歳未満）は市民税・県民税の計算上
必要となることがありますので、16歳未満の扶養親族欄
に記載してください。（3ページ参照）

申告書裏面の「14　寄附金に関する事項」に記載してください。
対象寄附金・控除方式など、詳しくは市民税課までお問い合わせください。

・一般の扶養親族（下記以外。ただし、年少
　扶養親族（H22.1.2以後生まれ）を除く） 33万円
・特定扶養親族
　（H15.1.2～H19.1.1生まれ）　　　 45万円
・老人扶養親族（S31.1.1以前生まれ）　38万円
・同居老親等（本人または配偶者の直系　45万円
　尊属で、同居の老人扶養親族）

㉓㉔

生命保険料控除
生命保険、介護医療保険契約又は個人年金契約に係る
保険料を支払った方 4ページの別表3により計算 ⑮

小規模企業共済
等掛金控除

小規模企業共済法に規定された共済契約（旧第二種共済契約
を除く）掛金、確定拠出年金法の企業型年金加入者掛金及び個
人型年金加入者掛金、心身障害者扶養共済掛金を支払った方

支払った金額の合計 ⑭

配偶者控除
生計を一にしている配偶者の合計所得金額が58万円以下の方
※本人の合計所得金額が900万円を超えると控除額が
減少し、1,000万円を超える場合には適用できません。

33万円　※配偶者が昭和31年1月1日以前生まれの
方は、38万円　※本人の合計所得金額が900万円
を超える場合は、4ページの別表５により計算

㉑

障害者控除
本人や扶養親族の方が、身体障害者手帳、精神障害者
保健福祉手帳，療育手帳の交付を受けている場合等

26万円　※特別障害者（身体１・２級、精神１級、療育Ⓐ・
Ａ等）の方は、30万円（同居の特別障害者は 53万円）

⑳

寡婦控除
夫と死別又は離別し、子以外の扶養親族（合計所得金
額58万円以下)を有する方若しくは夫と死別した方
（どちらも合計所得金額500万円以下）

26万円 ⑰

⑱

給与所得 カ ⑥
⑦

給料、賃金、賞与など ４ページの別表１により計算

雑所得

キ

⑧ク

⑨ケ

公的年金等（国民・厚生年金・企業年金など） ４ページの別表２により計算

所　　得　　の　　計　　算
申告書の記入欄

収 入 所 得

１.所得金額の計算

２.所得から差し引かれる金額の計算

３.税額から差し引かれる金額の計算

遺族年金・障害年金・雇用保険（失業保険）等の非課税所得のみの方は、別添記載例を参考に所得金額の合計「⑫」に「0」と記入してください。
（注1）オ、コ、サ、シ、⑤、⑪の記入については、市民税課までお問い合わせください。
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○ ○ ○ ○××××△ △ △ △

○ ○ ○ ○ × ××× △ △ △ △

○ ○ ○ ○ × ××× △ △ △ △

○ ○ ○ ○ × ××× △ △ △ △

○ ○ ○ ○ × ××× △ △ △ △

○ ○ ○ ○ × ××× △ △ △ △

※合計所得金額が下記の場合は、基礎控除額は逓減します。

朱書き修正してください。

合計所得金額：2,400万円超2,450万円以下→290,000

合計所得金額：2,450万円超2,500万円以下→150,000

合計所得金額：2,500万円超→０

※16歳未満の扶養親族がいる場合は、

市民税・県民税の計算上必要となること

がありますので、必ず記入してください。

３４ １１ １

※本人の合計所得金額が1,000万円を超

える場合で、本人と生計を一にする配偶

者があり、配偶者の合計所得金額が58万

円以下の方はレ点を記入してください。

※４ページの所得金額調整控除に該当する場合は、調整後の金額を記入してください。

所得金額調整控除額の算出方法（特定支出なしの場合）

例：給与所得と公的年金等の雑所得がある場合

　　給与所得控除後の給与等金額：（150 万円－65 万円）＝85 万円・・・ Ⓐ
　　公的年金等の雑所得の金額：（200 万円－110 万円）＝90 万円・・・ Ⓑ
　　Ⓐ、Ⓑの所得額より調整控除額（給与分10万円＋年金分10万円）－10万円＝10万円・・・ Ⓒ
　　10万円をⒶの給与等金額より差し引く（最大 10 万円）：Ⓐ－Ⓒ＝75 万円

　　所得金額調整控除後の給与記載金額：★75 万円★

８ マイナンバーを記入してください。

※セルフメディケーション税制（医療費控

除の特例）を受ける場合には、区分欄に１

と記入してください。

イバラキ　イチロウ

イバラキ　イチロウ

イバラキ　ハナコ

イバラキ　ウメコ

イバラキ　サクラコ

《申告書の書き方》

所　　得　　の　　種　　類

営業等所得 ア ①販売、製造、飲食店、建設、外交員、
漁業、干しいもなど

収入金額－必要経費

農業所得 イ ②米、芋、野菜、果樹などの栽培、
酪農品の生産など

配当所得 オ ⑤
※注１

株式や出資金の配当など 収入金額－株式の元本取得に要した負債の利子

業務（原稿料など副収入による所得）

その他（個人年金保険、上記以外のもの）
収入金額－必要経費

収入金額－必要経費

一時所得 シ生命保険契約の満期金、懸賞当選の金品など ｛収入金額－必要経費－特別控除（最高50万円）｝÷２

分離課税
土地・建物の譲渡、株式の譲渡、
先物取引など

分離課税等用の申告書が必要となりますので、詳しくは
市民税課までお問い合わせください。

総合譲渡所得 コ、サ ⑪
※注１

棚卸資産以外の自動車や機械の譲渡など
（所有期間が５年超は長期、５年以下は短期）

収入金額－必要経費－特別控除（最高50万円）
※長期はさらに２分の１

不動産所得 ウ ③地代、家賃、土地家屋の権利金 収入金額－必要経費

控除の種類 要　　　　　　　　件 控 除 の 計 算 ・ 控 除 額

雑損控除 災害や盗難により生活用資産に損害を受けた方 詳しくは、市民税課までお問い合わせください。

記入欄

㉖
基礎控除

寄附金控除

合計所得金額が2,400万円超の方は3段階で逓減します。  43万円→29万円→15万円→0（2,500万円超） ㉕

地震保険料控除 地震保険契約に係る保険料を支払った方 支払った金額の1/2（上限2万5千円）

⑯

医療費控除
令和7年中に10万円（又は総所得金額等の5％との少ない
方）以上の医療費を支払った方　※医療費の明細書添付

（支払った医療費－保険等の補てん金）
－（10万円と総所得金額等の5％との少ない方）

医療費控除
（特例）

令和7年中に1万2千円以上のスイッチOTC医薬品を購入
した方

購入金額－保険等の補てん金－1万2千円
※控除上限額8万8千円

㉘

社会保険料控除
国民健康保険税、国民年金保険料、介護保険料等の
社会保険料を支払った方 支払った金額の合計 ⑬

 ひとり親控除

婚姻歴や性別にかかわらず、生計を一にする子（総所得金
額等58万円以下）を有する単身者（合計所得金額500万
円以下）　※住民票の続柄に「夫（未届）」「妻（未届）」
等と記載がある方は対象外（寡婦控除も同様）

30万円

 旧損害保険料控除
（経過措置のみ）

平成18年12月31日までに長期損害保険に加入した
場合

4ページの別表4により計算
（地震保険料控除額と合計して上限2万5千円）

勤労学生控除
大学や高等学校などの学生・生徒で、合計所得金額が
85万円以下で、給与等以外の所得が10万円以下の方 26万円 ⑲

配偶者特別控除
本人の合計所得金額が1,000万円以下で、配偶者の
合計所得金額が58万円超133万円以下の方 ４ページの別表５により計算 ㉒

扶養控除

合計所得金額が58万円以下の生計を一にする親族を扶養している方
※特定扶養親族に該当する年齢の方の合計所得金額が
58万円超123万円以下の場合、特定親族特別控除を適用
できます（4ページ別表６参照）
※年少扶養親族（16歳未満）は市民税・県民税の計算上
必要となることがありますので、16歳未満の扶養親族欄
に記載してください。（3ページ参照）

申告書裏面の「14　寄附金に関する事項」に記載してください。
対象寄附金・控除方式など、詳しくは市民税課までお問い合わせください。

・一般の扶養親族（下記以外。ただし、年少
　扶養親族（H22.1.2以後生まれ）を除く） 33万円
・特定扶養親族
　（H15.1.2～H19.1.1生まれ）　　　 45万円
・老人扶養親族（S31.1.1以前生まれ）　38万円
・同居老親等（本人または配偶者の直系　45万円
　尊属で、同居の老人扶養親族）

㉓㉔

生命保険料控除
生命保険、介護医療保険契約又は個人年金契約に係る
保険料を支払った方 4ページの別表3により計算 ⑮

小規模企業共済
等掛金控除

小規模企業共済法に規定された共済契約（旧第二種共済契約
を除く）掛金、確定拠出年金法の企業型年金加入者掛金及び個
人型年金加入者掛金、心身障害者扶養共済掛金を支払った方

支払った金額の合計 ⑭

配偶者控除
生計を一にしている配偶者の合計所得金額が58万円以下の方
※本人の合計所得金額が900万円を超えると控除額が
減少し、1,000万円を超える場合には適用できません。

33万円　※配偶者が昭和31年1月1日以前生まれの
方は、38万円　※本人の合計所得金額が900万円
を超える場合は、4ページの別表５により計算

㉑

障害者控除
本人や扶養親族の方が、身体障害者手帳、精神障害者
保健福祉手帳，療育手帳の交付を受けている場合等

26万円　※特別障害者（身体１・２級、精神１級、療育Ⓐ・
Ａ等）の方は、30万円（同居の特別障害者は 53万円）

⑳

寡婦控除
夫と死別又は離別し、子以外の扶養親族（合計所得金
額58万円以下)を有する方若しくは夫と死別した方
（どちらも合計所得金額500万円以下）

26万円 ⑰

⑱

給与所得 カ ⑥
⑦

給料、賃金、賞与など ４ページの別表１により計算

雑所得

キ

⑧ク

⑨ケ

公的年金等（国民・厚生年金・企業年金など） ４ページの別表２により計算

所　　得　　の　　計　　算
申告書の記入欄

収 入 所 得

１.所得金額の計算

２.所得から差し引かれる金額の計算

３.税額から差し引かれる金額の計算

遺族年金・障害年金・雇用保険（失業保険）等の非課税所得のみの方は、別添記載例を参考に所得金額の合計「⑫」に「0」と記入してください。
（注1）オ、コ、サ、シ、⑤、⑪の記入については、市民税課までお問い合わせください。
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1,900,000 未満

1,900,000 以上 3,600,000 未満

6,600,000 未満3,600,000 以上

8,500,000 未満6,600,000 以上

8,500,000 以上

収入－650,000

A×2.8－80,000

A×3.2－440,000

収入×0.9－1,100,000

収入－1,950,000

給与収入金額（円） 給与所得金額（円）

６５歳未満の方（昭和36年1月2日以後生まれ）

1,300,000 未満

1,300,000 以上  4,100,000 未満

 7,700,000 未満

10,000,000 未満

4,100,000 以上

7,700,000 以上

６５歳以上の方（昭和36年1月1日以前生まれ）

年金収入金額（円） 年金の所得金額（円）
収入

収入×0.75

収入×0.85

収入×0.95

600,000

275,000

685,000

1,455,000－

10,000,000 以上 収入 1,955,000－

－

－

－

－

－

－

－

年金収入金額（円） 年金の所得金額（円）

収入

収入×0.75

収入×0.85

収入×0.95

1,100,000

275,000

685,000

1,455,000

3,300,000 未満

4,100,000 未満

7,700,000 未満

10,000,000 未満

4,100,000 以上

7,700,000 以上

－収入 1,955,00010,000,000 以上

3,300,000 以上

●別表１　給与所得の計算

95万円 以下

95万円 超

58万円 超

100万円 以下

105万円 以下100万円 超

110万円 以下105万円 超

115万円 以下110万円 超

45万円

41万円

31万円

21万円

11万円

120万円 以下115万円 超   6万円

123万円 以下120万円 超   3万円

親族等の合計所得金額 控除額

●別表６　特定親族特別控除の計算

●別表２　公的年金等の所得の計算（雑所得）

介 護 医 療 保 険 料

 旧 契 約 の 生 命 保 険 料

新 契 約 の 生 命 保 険 料

一
般
の
生
命
保
険
料

介
護
医
療
保
険
料

支払保険料の全額

支払保険料÷２＋  6,000   

支払保険料÷４＋14,000   

28,000

　　　　　　  12,000 以下

12,001 以上 32,000 以下

32,001 以上 56,000 以下

56,001 以上　　　　　　  

支払保険料（円） 控除額（円）

支払保険料（円） 控除額（円）

支払保険料（円） 控除額（円）

 旧 契 約 の 個 人 年 金 保 険 料

新 契 約 の 個 人 年 金 保 険 料

個
人
年
金
保
険
料

支払保険料（円） 控除額（円）

支払保険料（円） 控除額（円）
支払保険料の全額

支払保険料÷２＋  7,500   

支払保険料÷４＋17,500   

35,000

　　　　　　  15,000 以下

15,001 以上 40,000 以下

40,001 以上 70,000 以下

70,001 以上　　　　　　  

支払保険料の全額

支払保険料÷２＋  6,000

支払保険料÷４＋14,000

28,000

　　　　　　  12,000 以下

12,001 以上 32,000 以下

32,001 以上 56,000 以下

56,001 以上　　　　　　  

支払保険料の全額

支払保険料÷２＋  7,500

支払保険料÷４＋17,500

35,000

　　　　　　  15,000 以下

15,001 以上 40,000 以下

40,001 以上 70,000 以下

70,001 以上　　　　　　  

支払保険料の全額

支払保険料÷２＋  6,000

支払保険料÷４＋14,000

28,000

　　　　　　  12,000 以下

12,001 以上 32,000 以下

32,001 以上 56,000 以下

56,001 以上　　　　　　  

支払長期損害保険料（円） 地震保険控除に含まれる額（円）
支払保険料の全額

支払保険料÷２＋2,500

10,000

　　　　　　    ５,000 以下

　 　5,001 以上 15,000 以下

15,001 以上  　　　　  

※新契約とは、平成24年1月1日以後に締結した保険契約をいいます。

※旧契約とは、平成23年12月31日以前に締結した保険契約をいいます。

※新契約と旧契約の両方がある場合は、それぞれの控除額の合計額（最高

　28,000円）ただし、旧契約のみの控除額が28,000円を超える場合は、

　旧契約の控除額（最高35,000円）

※一般の生命保険料と個人年金保険料と介護医療保険料がある場合は、

　それぞれの控除額の合計額（最高限度70,000円）

※１円未満の端数は切り上げになります。

●別表３　生命保険料控除の計算

●別表４　長期損害保険料控除の計算

※同一の契約で地震保険契約と長期損害保険契約のいずれも該当する場合には、

　いずれか一方のみの契約に該当するものとして控除額を計算します。

※この経過措置に係る控除額と地震保険料控除の両方を適用できる場合は、

　控除額の上限が25,000円となります。

※１円未満の端数は切り上げになります。

●別表５　配偶者控除及び配偶者特別控除の計算

38万円
70歳以上の
老人控除対象配偶者

  58万円超100万円以下

100万円超105万円以下

105万円超110万円以下

110万円超115万円以下

115万円超120万円以下

120万円超125万円以下

125万円超130万円以下

130万円超133万円以下

133万円超　　　　　　 控除の適用なし

26万円 13万円

33万円 22万円

31万円 21万円

26万円 18万円   9万円

21万円 14万円   7万円

16万円 11万円   6万円

11万円   8万円   4万円

  6万円   4万円   2万円

  3万円   2万円   1万円

11万円

33万円58万円以下 22万円 11万円

900万円
以下

950万円超
1,000万円

以下

1,000万円

超

本人の合計
所得金額

― 市民税・県民税の申告に関するお問い合わせ ―
〒312-8501  ひたちなか市東石川２丁目１０番１号

ひたちなか市総務部税務事務所  市民税課

電話 ０２９（２７３）０１１１  内線 23123 ～ 23125

― 所得税の確定申告に関するお問い合わせ ―
〒313-8686  常陸太田市金井町３６６２番地

太田税務署　電話（代表） ０２９４（７２）２１７１

《再生紙を使用しています。》

　令和８年１月１日現在で、ひたちなか市に住んでいる方は、市民税・県民税の申告書を令和８年３月16日（月）

までに提出してください。

　申告書は、前年の実績（市民税・県民税申告者）を基本に抽出し、申告が必要と見込まれる方に送付しています。

【申告が必要な方】
　令和８年１月１日現在、ひたちなか市にお住まいの方。ただし、次のいずれかに該当する方は、必要ありません。
　①所得税の確定申告書を提出する方

　②令和７年中の所得が給与所得のみで、勤務先から当市に給与支払報告書が提出されている方

　③公的年金等の所得のみの方

　　※ただし、上記②・③に該当する場合であっても、医療費等の各種所得控除を追加で受ける場合は申告が必要となります。

　　※収入がなかった方や遺族年金・障害年金のみの受給の方も、別紙を参考に作成して提出してください。

　　　提出がありませんと、あなたに所得があるのかどうか判断できず、各種所得に関する証明書が発行出来ないことや

　　　国民健康保険税等の算定において、軽減が適用されないことがあります。

【申告書作成及び提出時に必要な書類等】
　申告書を作成及び提出する際は、下記の書類等を準備し、よく確認しながら記入してください。

郵送先　〒312-8501

　　　　ひたちなか市東石川２丁目10番１号

　　　　ひたちなか市総務部税務事務所　市民税課

〒305-8530  関東信越国税局業務センターつくば分室

（送付先住所の記載は不要です）

【申告書の郵送先】

～郵送での確定申告書の送付先～

～来場しない市民税・県民税の
　　　　　　　申告をお願いします～

●本人確認するための書類（①個人番号確認書類＋②身元確認書類）

　①個人番号確認書類

　　マイナンバーカード、通知カード　等
　　（通知カードは、令和２年５月25日以降も通知カードに記載された

　　　氏名、住所等が住民票に記載されている事項と一致なら使用可）

　②身元確認書類

　　マイナンバーカード、運転免許証、健康保険証　等

営業、農業、不動産
など事業を営む方

給与所得のある方

社会保険料控除

障害者控除

寄附金控除

身体障害者手帳、精神障害者保健福祉手
帳、療育手帳　等

金額、寄附先の明記された受領証明書

医療費控除

生命保険料控除
地震保険料控除

生命保険料、地震保険料（長期損害保険
料含む）の控除証明書

医療費控除の明細書（添付が必要です。
必ず作成してご提出ください）
※医療保険者から交付を受けた医療費通知
　(※1)を添付すると、明細の記入を省略
　可。（もれがないか確認してください）
※セルフメディケーション税制を申告する
　場合、一定の取組を行ったことを明らかに
　する書類はご自身での保管となります。
　例）インフルエンザの予防接種や各種
　検診等の領収書や結果通知表

国民健康保険税、国民年金保険料、介護
保険料、その他の社会保険料の領収書又
は証明書

年金所得のある方

その他の所得のある方

給与所得の源泉徴収票

公的年金等の源泉徴収票

収入や経費が明らかになる書類

収支内訳書（前年等のものを参考に
必ず作成してご提出ください）及び
収入や経費が明らかになる書類

●所得を計算するために必要な書類

令和８年度（令和７年分所得）市民税・県民税申告書作成の手引き

●控除を計算するために必要な書類
  （令和７年１月１日から12月31日までに支払ったもの）

配偶者の合計
所得金額

配
偶
者
控
除

配
偶
者
特
別
控
除

控
除
の
適
用
な
し

①市民税・県民税申告書作成システムをご活用ください
　市民税・県民税申告書作成システム（給与・年金対応）

が市ホームページ経由で利用可能となっております。パソ

コン等から作成システムに収入額や控除額等を入力後、

申告書を印刷し、郵送での申告が

できますので、ぜひご活用ください。

※システムに入力しただけでは、

　申告したことにはなりません。

　令和８年度分申告よりマイナンバーカードを利用した

市民税・県民税の電子申告ができるようになりました。

ご利用される場合は下記ページをご確認ください。

● eLTAXホームページ　●マイナポータル
● 市ホームページ

　本人確認するための書類（左記参照）のコピーと所得

や控除を計算するための書類（左記参照）を必ず同封し

３月16日（月）までに投函をお願いします。

②マイナンバーカードを利用した電子申告システムを利用ください

※Ａの金額は、給与収入金額を「4」で割り、千円未満を切り捨てる。

※次の①又は②に該当する場合、給与収入から所得金額調整控除が控除

されます。

①収入850万超で特別障害に該当する又は年齢23歳未満の扶養親族を

有する若しくは特別障害者である同一生計配偶者若しくは扶養親族を

有する場合
　控除額＝｛給与等の収入（1,000万超は1,000万とする）－850万｝×0.1

②給与所得及び公的年金雑所得があり、その合計額が10万を超える場合
　控除額＝（給与所得※1＋公的年金等雑所得※1）－10万　※1 所得が10万超の場合は10万

※１円未満の端数は切り捨てる。公的年金等雑所得以外の所得に係る合計所得金額が1,000万超の場合は、以下のとおり。

　1,000万超2,000万以下→上記算出所得額＋10万　２,000万超→上記算出所得額＋20万

(※1)医療費通知とは、医療保険者が発行する医療費の額等を通知する書類

で、次の事項が記載されたものをいいます。①被保険者等の氏名　②療養

を受けた年月　③療養を受けた者　④療養を受けた病院、診療所、薬局

等の名称　⑤被保険者等が支払った医療費の額　⑥保険者等の名称

住民税申告書作成システム

～市役所会場での申告は，事前予約制となっております～
　予約については、インターネット（市ホームページ）もしくは

電話（029-229-1919）で受付します。必ずご予約してご来

場ください。

※市役所ではご自身で作成した確定申告書の受け取りは

　できませんのでご注意ください

※郵送での確定申告書の提出先は1ページ目をご覧ください

※平成18年12月31日まで
　に契約

－４－ －１－


